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（別紙）平成 13 年７月５日付課法３－57 ほか 11 課共同「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」（法令解釈通達）のうち、次表の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改正する。

（注）下線を付した部分が改正部分である。 

改   正   後 改   正   前 

（388 非課税適用確認書（平成 30年以後の勘定設定期間用）） （388 非課税適用確認書（平成 30年以後の勘定設定期間用）） 
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改   正   後 改   正   前 

（388 非課税適用確認書（平成 30年以後の勘定設定期間用）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（388 非課税適用確認書（平成 30年以後の勘定設定期間用）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非課税適用確認書 

 

１ 使用目的 ～ ４ 出力順序 

 （同左） 

 

５ 出力要領 
 

項  目 内          容 

確 認 書 番 号 

（ＹＹＭＭＤＤ－ＮＮＮＮＮ－Ｆ－ＺＺＺＺＺＺＺ） 

ＹＹＭＭＤＤ ：非課税適用確認書の作成年月日（年は西暦下２桁） 

ＮＮＮＮＮ  ：局署番号 

Ｆ      ：種別（１：センターに出力する確認書） 

          （４：署に出力する確認書（無作為抽出結果）） 

ＺＺＺＺＺＺＺ：通番（上記の中での通番） 

申請者のフリガナ 申請者のフリガナを印字する。 

申 請 者 の 氏 名 申請者の氏名を印字する。 

申請者の生年月日 申請者の生年月日を印字する。 

申 請 者 の 住 所 申請者の住所を印字する。 

勘 定 設 定 期 間 勘定設定期間を印字する。 

整 理 番 号 
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置専用の整理

番号を印字する。 

参 考 事 項 
金融商品取引業者等から提供された申請事項のうち、営業所使用欄に記録された内容を

印字する。 

年 月 日 非課税適用確認書を作成した年月日を印字する。 

税 務 署 名 非課税適用確認書を交付する税務署の名称を印字する。 

税 務 署 長 名 非課税適用確認書の作成時点における税務署長名を印字する。 

官 印 税務署長印を印字する。 

 

非課税適用確認書 

 

１ 使用目的 ～ ４ 出力順序 

 （省略） 

 

５ 出力要領 
 

項  目 内          容 

確 認 書 番 号 

（ＹＹＭＭＤＤ－ＮＮＮＮＮ－Ｆ－ＺＺＺＺＺＺＺ） 

ＹＹＭＭＤＤ ：非課税適用確認書の作成年月日（年は西暦下２桁） 

ＮＮＮＮＮ  ：局署番号 

Ｆ      ：種別（１：センターに出力する確認書） 

          （４：署に出力する確認書（無作為抽出結果）） 

ＺＺＺＺＺＺＺ：通番（上記の中での通番） 

申請者のフリガナ 申請者のフリガナを印字する。 

申 請 者 の 氏 名 申請者の氏名を印字する。 

申請者の生年月日 申請者の生年月日を印字する。 

勘 定 設 定 期 間 勘定設定期間を印字する。 

整 理 番 号 
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置専用の整理

番号を印字する。 

参 考 事 項 
金融商品取引業者等から提供された申請事項のうち、営業所使用欄に記録された内容を

印字する。 

年 月 日 非課税適用確認書を作成した年月日を印字する。 

税 務 署 名 非課税適用確認書を交付する税務署の名称を印字する。 

税 務 署 長 名 非課税適用確認書の作成時点における税務署長名を印字する。 

官 印 税務署長印を印字する。 
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改   正   後 改   正   前 

（389 未成年者非課税適用確認書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（389 未成年者非課税適用確認書） 
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改   正   後 改   正   前 

（389 未成年者非課税適用確認書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（389 未成年者非課税適用確認書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未成年者非課税適用確認書 

 

１ 使用目的 ～ ４ 出力順序 

 （同左） 

 

５ 出力要領   
 

項  目 内          容 

確 認 書 番 号 

（ＹＹＭＭＤＤ－ＮＮＮＮＮ－Ｆ－ＺＺＺＺＺＺＺ） 

ＹＹＭＭＤＤ ：未成年者非課税適用確認書の作成年月日（年は西暦下２桁） 

ＮＮＮＮＮ  ：局署番号 

Ｆ      ：種別（１：センターに出力する確認書） 

          （４：署に出力する確認書（無作為抽出結果）） 

ＺＺＺＺＺＺＺ：通番（上記の中での通番） 

申請者のフリガナ 申請者のフリガナを印字する。 

申 請 者 の 氏 名 申請者の氏名を印字する。 

申請者の生年月日 申請者の生年月日を印字する。 

申 請 者 の 住 所 申請者の住所を印字する。 

整 理 番 号 
未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置専用

の整理番号を印字する。 

参 考 事 項 
金融商品取引業者等から提供された申請事項のうち、営業所使用欄に記録された内

容を印字する。 

年 月 日 未成年者非課税適用確認書を作成した年月日を印字する。 

税 務 署 名 未成年者非課税適用確認書を交付する税務署の名称を印字する。 

税 務 署 長 名 未成年者非課税適用確認書の作成時点における税務署長名を印字する。 

官 印 税務署長印を印字する。 

 

未成年者非課税適用確認書 

 

１ 使用目的 ～ ４ 出力順序 

 （省略） 

 

５ 出力要領   
 

項  目 内          容 

確 認 書 番 号 

（ＹＹＭＭＤＤ－ＮＮＮＮＮ－Ｆ－ＺＺＺＺＺＺＺ） 

ＹＹＭＭＤＤ ：未成年者非課税適用確認書の作成年月日（年は西暦下２桁） 

ＮＮＮＮＮ  ：局署番号 

Ｆ      ：種別（１：センターに出力する確認書） 

          （４：署に出力する確認書（無作為抽出結果）） 

ＺＺＺＺＺＺＺ：通番（上記の中での通番） 

申請者のフリガナ 申請者のフリガナを印字する。 

申 請 者 の 氏 名 申請者の氏名を印字する。 

申請者の生年月日 申請者の生年月日を印字する。 

整 理 番 号 
未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置専用

の整理番号を印字する。 

参 考 事 項 
金融商品取引業者等から提供された申請事項のうち、営業所使用欄に記録された内

容を印字する。 

年 月 日 未成年者非課税適用確認書を作成した年月日を印字する。 

税 務 署 名 未成年者非課税適用確認書を交付する税務署の名称を印字する。 

税 務 署 長 名 未成年者非課税適用確認書の作成時点における税務署長名を印字する。 

官 印 税務署長印を印字する。 
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改   正   後 改   正   前 

（390 非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（390 非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書） 
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改   正   後 改   正   前 

（390 非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（390 非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書 

 

１ 使用目的 

（同左） 

 

２ 出力対象 

「非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」は、名寄せ処理を行った結果、事前に非課税適用確認書の交付申

請がある場合に出力される。 

（注）申請者が、非課税口座を設定しようとする年の１月１日において 20歳以上でない場合も出力対象となる。 

 

 

 

３ 出力時期 ～ ４ 出力順序 

（同左） 

 

５ 出力要領 
 

項  目 内          容 

通 知 書 番 号 

（ＹＹＭＭＤＤ－ＮＮＮＮＮ－Ｆ－ＺＺＺＺＺＺＺ） 

ＹＹＭＭＤＤ ：非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書の作成年月日（年は西暦

下２桁） 

ＮＮＮＮＮ  ：局署番号 

Ｆ      ：種別 ２：非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書（資料センタ 

ー出力分） 

３：非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書（同時の重複

申請に係る所轄署出力分以外の所轄署出力分） 

５：非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書（同時の重複

申請に係る所轄署出力分） 

ＺＺＺＺＺＺＺ：通番（上記の中での通番） 

問 合 せ 番 号 

（ＹＹＭＭＤＤ－ＮＮＮＮＮ－Ｆ－ＺＺＺＺＺＺＺ） 

ＹＹＭＭＤＤ ：名寄せ処理をした日（年は西暦下２桁） 

ＮＮＮＮＮ  ：局署番号 

Ｆ      ：種別 ２：非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書（資料センタ 

ー出力分） 

３：非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書（所轄署出力

分） 

ＺＺＺＺＺＺＺ：通番（上記の中での通番） 

申請者のフリガナ 申請者のフリガナを印字する。 

申 請 者 の 氏 名 申請者の氏名を印字する。 

申請者の生年月日 申請者の生年月日を印字する。 

申 請 者 の 住 所 申請者の住所を印字する。 

勘 定 設 定 期 間 勘定設定期間を印字する。 

 

非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書 

 

１ 使用目的 

（省略） 

 

２ 出力対象 

「非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」は、名寄せ処理を行った結果、事前に非課税適用確認書の交付

申請がある場合に出力される。 

（注）上記のほか、以下の場合にも出力対象となる。 

１ 申請者が、非課税口座を設定しようとする年の１月１日において 20歳以上でない場合 

２ 未成年者口座を開設している申請者が、非課税口座を設定しようとする年の１月１日に 20 歳である場合

において、同日前に非課税適用確認書の交付申請書を提出した場合 

３ 出力時期 ～ ４ 出力順序 

（省略） 

 

５ 出力要領 
 

項  目 内          容 

通 知 書 番 号 

（ＹＹＭＭＤＤ－ＮＮＮＮＮ－Ｆ－ＺＺＺＺＺＺＺ） 

ＹＹＭＭＤＤ ：非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書の作成年月日（年は西暦

下２桁） 

ＮＮＮＮＮ  ：局署番号 

Ｆ      ：種別 ２：非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書（資料センタ 

ー出力分） 

３：非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書（同時の重複

申請に係る所轄署出力分以外の所轄署出力分） 

５：非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書（同時の重複

申請に係る所轄署出力分） 

ＺＺＺＺＺＺＺ：通番（上記の中での通番） 

問 合 せ 番 号 

（ＹＹＭＭＤＤ－ＮＮＮＮＮ－Ｆ－ＺＺＺＺＺＺＺ） 

ＹＹＭＭＤＤ ：名寄せ処理をした日（年は西暦下２桁） 

ＮＮＮＮＮ  ：局署番号 

Ｆ      ：種別 ２：非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書（資料センタ 

ー出力分） 

３：非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書（所轄署出力

分） 

ＺＺＺＺＺＺＺ：通番（上記の中での通番） 

申請者のフリガナ 申請者のフリガナを印字する。 

申 請 者 の 氏 名 申請者の氏名を印字する。 

申請者の生年月日 申請者の生年月日を印字する。 

申 請 者 の 住 所 申請者の住所を印字する。 

勘 定 設 定 期 間 勘定設定期間を印字する。 
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改   正   後 改   正   前 

（390 非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（390 非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項  目 内          容 

参 考 事 項 
金融商品取引業者等から提供された申請事項のうち、営業所使用欄に記録された内容を印

字する。 

理 由 

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める定型文を印字する。 

１ ２《出力対象》に該当する場合 

租税特別措置法第 37条の 14第 10項第２号に該当するため。 

２ ２《出力対象》の（注）に該当する場合 

申請者から提出された非課税適用確認書の交付申請書は、租税特別措置法第 37 条の

14に定める要件（同条第５項第１号に規定する年齢制限）を満たしていないことから、

当該申請書には効力がないため。 

 

 

 

年 月 日 非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書の作成年月日を印字する。 

税 務 署 名 非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書を交付する税務署の名称を印字する。 

税 務 署 長 名 
非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書の作成時点における税務署長名を印字す

る。 

官 印 税務署長印を印字する。 

同時の重複申請分 

で あ る 旨 

同時の重複申請に係る非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書には、次の定型文を印

字する。 

あなたからの非課税適用確認書の交付申請については、２以上の金融商品取引業者等から税

務署長へ同時重複して申請が行われています。 

そのため、非課税適用確認書は他の金融商品取引業者等（この通知書を交付した金融商品取

引業者等以外の金融商品取引業者等）に交付されており、その金融商品取引業者等からあなた

に対して、非課税口座開設の意思確認の連絡があります。 
 

項  目 内          容 

参 考 事 項 
金融商品取引業者等から提供された申請事項のうち、営業所使用欄に記録された内容を印

字する。 

理 由 

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める定型文を印字する。 

１ ２《出力対象》に該当する場合 

租税特別措置法第 37条の 14第 10項第２号に該当するため。 

２ ２《出力対象》の（注）１に該当する場合 

申請者から提出された非課税適用確認書の交付申請書は、租税特別措置法第 37 条の

14に定める要件（同条第５項第１号に規定する年齢制限）を満たしていないことから、

当該申請書には効力がないため。 

３ 《出力対象》の（注）２に該当する場合 

申請者について、現に租税特別措置法第 37条の 14の２第５項第１号に規定する未成

年者口座が開設されているため。 

年 月 日 非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書の作成年月日を印字する。 

税 務 署 名 非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書を交付する税務署の名称を印字する。 

税 務 署 長 名 
非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書の作成時点における税務署長名を印字す

る。 

官 印 税務署長印を印字する。 

同時の重複申請分 

で あ る 旨 

同時の重複申請に係る非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書には、次の定型文を印

字する。 

あなたからの非課税適用確認書の交付申請については、２以上の金融商品取引業者等から税

務署長へ同時重複して申請が行われています。 

そのため、非課税適用確認書は他の金融商品取引業者等（この通知書を交付した金融商品取

引業者等以外の金融商品取引業者等）に交付されており、その金融商品取引業者等からあなた

に対して、非課税口座開設の意思確認の連絡があります。 
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改   正   後 改   正   前 

（395 （未成年者）非課税適用確認書の訂正依頼書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（395 （未成年者）非課税適用確認書の訂正依頼書） 
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改   正   後 改   正   前 

（395 （未成年者）非課税適用確認書の訂正依頼書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（395 （未成年者）非課税適用確認書の訂正依頼書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書の訂正依頼書の記載要領等 

 

１ この訂正依頼書は、租税特別措置法第 37 条の 14 第 10 項第１号又は同法第 37 条の 14

の２第 16項第１号の規定により所轄税務署長から交付された非課税適用確認書又は未成

年者非課税適用確認書について訂正を依頼する場合に提出するものです。 

なお、この訂正依頼書は、当該非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書に記載

された申請者の氏名（フリガナを含みます。）、生年月日、基準日における国内の住所（住

所が記載された非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書の場合は住所）との間

に差異が生じている場合のみ使用することに留意してください。 

２ この訂正依頼書には、次に掲げる書類を添付してください。 

 

 

ただし、非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書の交付申請書に記載された

事項の提供を行った金融商品取引業者等の営業所の長以外の金融商品取引業者等の営業

所の長が訂正依頼書を提出する場合には、②の書類の添付を省略して差し支えありませ

ん。 

  なお、未成年者非課税適用確認書の訂正依頼である場合には、②の書類の添付は必要あ

りません。 

① 訂正を依頼する非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書 

② 申請者の「基準日における国内の住所を証する書類（住民票の写しなど）」の写し 

３ 「参考事項」欄には参考となる事項を記入してください。 

４ 「※」欄は、記載しないでください。 

 

非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書の訂正依頼書の記載要領等 

 

１ この訂正依頼書は、租税特別措置法第 37 条の 14 第 10 項第１号又は同法第 37 条の 14

の２第 16項第１号の規定により所轄税務署長から交付された非課税適用確認書又は未成

年者非課税適用確認書について訂正を依頼する場合に提出するものです。 

なお、この訂正依頼書は、当該非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書に記載

された申請者の氏名（フリガナを含みます。）、生年月日、基準日における国内の住所（住

所が記載された非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書の場合は住所）との間

に差異が生じている場合のみ使用することに留意してください。 

２ この訂正依頼書には、次に掲げる書類を添付してください。 

なお、②については、非課税適用確認書に記載された勘定設定期間が平成 26年１月１

日から平成 29年 12月 31日であるものに限ります。 

ただし、非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項の提供を行った金融商品取

引業者等の営業所の長以外の金融商品取引業者等の営業所の長が訂正依頼書を提出する

場合には、②の書類の添付を省略して差し支えありません。 

 

 

 

① 訂正を依頼する非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書 

② 申請者の「基準日における国内の住所を証する書類（住民票の写しなど）」の写し 

３ 「参考事項」欄には参考となる事項を記入してください。 

４ 「※」欄は、記載しないでください。 
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改   正   後 改   正   前 

（396 （未成年者）非課税適用確認書の再交付申請書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（396 （未成年者）非課税適用確認書の再交付申請書） 
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改   正   後 改   正   前 

（396 （未成年者）非課税適用確認書の再交付申請書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（396 （未成年者）非課税適用確認書の再交付申請書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書の再交付申請書の記載要領等 

 

１ この申請書は、申請者が、税務署長から交付を受けた非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書を紛

失等したため、その非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書（以下「紛失確認書」といいます。）の再

交付（非課税適用確認書の場合は非課税適用確認書に記載された勘定設定期間と同一の勘定設定期間に係る確

認書）を受けようとする場合に使用してください。申請者は、当該申請書を非課税口座又は未成年者口座の開設

を希望する金融商品取引業者等の営業所の長に提出し、提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当

該営業所の所在地の所轄税務署長に提出してください。 

ただし、次に掲げるような場合には、非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書の再交付を行いませ

んので、ご注意ください。 

⑴ 非課税適用確認書  

① 紛失確認書に記載された勘定設定期間の終了の日の属する年の 10 月１日以後にこの申請書を提出した

場合 

② 過去にこの申請書の記載内容に該当する非課税適用確認書が交付されていない場合 

⑵ 未成年者非課税適用確認書 

 ① 申請者がその年の１月１日において 20歳である年の前年 10月１日以後にこの申請書を提出した場合 

② 勘定設定期間の終了の日の属する年の 10月１日以後にこの申請書を提出した場合 

 ③ 過去にこの申請書の記載内容に該当する未成年者非課税適用確認書が交付されていない場合 

２ 申請者は、この申請書を提出する際、非課税口座又は未成年者口座の開設を希望する金融商品取引業者等の

営業所の長に、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15 項又は同令第 25 条の 13 の８第 17 項において準用す

る同令第 25条の 13第 15項に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号を告知し、その告知し

た事項につき確認を受けてください。 

なお、提示を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、この申請書に、告知を受けたものと異なる氏名、

生年月日及び住所が記載されている場合には、この申請書を受理することはできません。 

 

Ⅰ 申請者に関する事項の記載要領 

１ 申請書の区分（非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書の再交付申請書）に応じて□にチェック

を付してください。 

２ 「整理番号」欄には、紛失確認書に記載された整理番号が分かる場合には、その整理番号を記載してくだ

さい。 

３ 「理由」欄は、該当する理由のチェック欄□にチェックを付してください。 

なお、「その他」に該当する場合には、かっこ内に具体的な理由を記載してください。 

４ 「該当する勘定設定期間の区分」欄は、紛失確認書に記載された勘定設定期間と同一の勘定設定期間のチ

ェック欄□にチェックを付してください（非課税適用確認書の場合のみ）。 

５ 「基準日」欄には、「該当する勘定設定期間の区分」欄でチェックした勘定設定期間の区分に応じ、次表の

「租税特別措置法第 37 条の 14 第５項第３号に定める日」欄に掲げる日に国内に住所を有する場合にはその

日を、その日に国内に住所等を有しない場合にはその日後最初に国内に住所等を有することとなった日を記

載してください（非課税適用確認書の場合のみ）。 

勘定設定期間 基準日 

平成 26年１月１日から平成 29年 12月 31日までの期間 平成 25年１月１日 

平成 30年１月１日から平成 33年 12月 31日までの期間 平成 29年１月１日 

平成 34年１月１日から平成 35年 12月 31日までの期間 平成 33年１月１日 

６ 「申請者の基準日における国内の住所」欄には、「基準日」欄に記載した日における国内の住所を記載して

ください（非課税適用確認書の場合のみ）。 

 

 

Ⅱ 金融商品取引業者等の営業所に関する事項の記載要領 

 １ 「確認書類の名称」欄には、申請者からこの申請書の提出を受けた際、申請者から提示された租税特別措 

非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書の再交付申請書の記載要領等 

 

１ この申請書は、申請者が、税務署長から交付を受けた非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書を紛

失等したため、その非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書（以下「紛失確認書」といいます。）の再

交付（非課税適用確認書の場合は非課税適用確認書に記載された勘定設定期間と同一の勘定設定期間に係る確

認書）を受けようとする場合に使用してください。申請者は、当該申請書を非課税口座又は未成年者口座の開設

を希望する金融商品取引業者等の営業所の長に提出し、提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当

該営業所の所在地の所轄税務署長に提出してください。 

ただし、次に掲げるような場合には、非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書の再交付を行いませ

んので、ご注意ください。 

⑴ 非課税適用確認書  

 過去にこの申請書の記載内容に該当する非課税適用確認書が交付されていない場合 

 

 

⑵ 未成年者非課税適用確認書 

 ① 申請者がその年の１月１日において 20歳である年の前年 10月１日以後にこの申請書を提出した場合 

 

 ② 過去にこの申請書の記載内容に該当する未成年者非課税適用確認書が交付されていない場合 

２ 申請者は、この申請書を提出する際、非課税口座又は未成年者口座の開設を希望する金融商品取引業者等の

営業所の長に、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 22 項又は同令第 25 条の 13 の８第 17 項において準用す

る同令第 25条の 13第 22項に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号を告知し、その告知し

た事項につき確認を受けてください。 

なお、提示を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、この申請書に、告知を受けたものと異なる氏名、

生年月日及び住所が記載されている場合には、この申請書を受理することはできません。 

 

Ⅰ 申請者に関する事項の記載要領 

１ 申請書の区分（非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書の再交付申請書）に応じて□にチェック

を付してください。 

２ 「整理番号」欄には、紛失確認書に記載された整理番号が分かる場合には、その整理番号を記載してくだ

さい。 

３ 「理由」欄は、該当する理由のチェック欄□にチェックを付してください。 

なお、「その他」に該当する場合には、かっこ内に具体的な理由を記載してください。 

４ 「該当する勘定設定期間の区分」欄は、紛失確認書に記載された勘定設定期間と同一の勘定設定期間のチ

ェック欄□にチェックを付してください（非課税適用確認書の場合のみ）。 

５ 「基準日」欄には、「該当する勘定設定期間の区分」欄で「平成 26年１月１日から平成 29年 12月 31日ま

での期間」をチェックした場合に限り、次表の「基準日」欄に掲げる日に国内に住所を有するときはその日

を、その日に国内に住所等を有しないときはその日後最初に国内に住所等を有することとなった日を記載し

てください（非課税適用確認書の場合のみ）。 

勘定設定期間 基準日 

平成 26年１月１日から平成 29年 12月 31日までの期間 平成 25年１月１日 

 

 

６ 「申請者の基準日における国内の住所」欄には、「該当する勘定設定期間の区分」欄で「平成 26 年１月１

日から平成 29 年 12 月 31 日までの期間」をチェックした場合に限り、「基準日」欄に記載した日における国

内の住所を記載してください（非課税適用確認書の場合のみ）。 

 

Ⅱ 金融商品取引業者等の営業所に関する事項の記載要領 

 １ 「確認書類の名称」欄には、申請者からこの申請書の提出を受けた際、申請者から提示された租税特別措 
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改   正   後 改   正   前 

（396 （未成年者）非課税適用確認書の再交付申請書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（396 （未成年者）非課税適用確認書の再交付申請書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

置法施行令第 25条の 13第 22項又は同令第 25条の 13の８第 17項において準用する同令第 25条の 13第 15

項に定める書類の名称を記載してください。 

２ 「確認者印」欄には、申請者からこの申請書の提出を受けた際、申請者が告知した氏名、生年月日及び住

所と上記１の書類に記載された氏名、生年月日及び住所との一致を確認した者が、その者の印を押印してく

ださい。 

３ 「作成担当者氏名」欄には、この申請書について回答できる担当者の氏名を記入してください。 

 

「※」欄は、記載しないでください。 

置法施行令第 25条の 13第 15項又は同令第 25条の 13の８第 17項において準用する同令第 25条の 13第 15

項に定める書類の名称を記載してください。 

２ 「確認者印」欄には、申請者からこの申請書の提出を受けた際、申請者が告知した氏名、生年月日及び住

所と上記１の書類に記載された氏名、生年月日及び住所との一致を確認した者が、その者の印を押印してく

ださい。 

３ 「作成担当者氏名」欄には、この申請書について回答できる担当者の氏名を記入してください。 

 

「※」欄は、記載しないでください。 


